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港湾労働法関係の主な届出・報告様式及び添付書類は以下の一覧でご確認ください。ただし、添付書
類については、個々の届出に応じて変更・追加になる場合もあります。 

また、港湾労働者派遣制度に関する様式等、一部を除き、ハローワーク品川 HP【港湾労働課からの
お知らせ】➡【冊子・各種届出・様式関連】からダウンロードして、活用いただくことも可能です。 

届出書類に事業主印は必要ではありません。ただし、届出後に内容の訂正がある場合には、事業主（港
湾労働法代理人）印が押印された届出書（必要に応じて理由書）が必要になります。 

 

届出・報告一覧 

区分 届出・報告用紙 
（掲載ページ） 届出・報告が必要な場合 添付書類 

月
例
報
告 

①港湾労働者就労状況等
報告（３２ページ） 

各月における港湾労働者の、港湾運送業務の就労状
況、雇入れ状況、教育訓練の実施状況等を、翌月１５
日までに報告   

― 

②荷役機械借受け状況報
告（３６ページ） 

港湾運送業務を行う事業所ごとに、各月の荷役機械
（小型フォークリフト）の借受け状況を、借受け実績
の有無に関わらず、翌月１５日までに報告   

― 

事 
業 
所 
関 
係 

③港湾労働法適用事業所
開設届（３８ページ） 

港湾労働法適用区域内で港湾運送の事業（港湾倉庫
での倉庫荷役含む）を開始したときに届出 

届出様式内
に記載 

④事業所名称・所在地変
更届（３９ページ） 事業所の名称・所在地等に変更があったときに届出  

全員分の港
湾労働者証
及び写真 
登記簿謄本
又は賃貸借
契約書等 

⑤港湾労働法適用事業所
業種変更届（４０ページ） 

事業所の港湾運送業務の種類に変更等があったとき
に届出 

運輸局から
の許可証等 

⑥港湾労働法適用事業所
廃止届（４１ページ） 

事業所を廃止したとき又は港湾運送事業（倉庫専業
の場合は、事業所として設置した際の該当倉庫にお
ける倉庫荷役）を行わなくなったときに届出 

全員分の港
湾労働者
証、港湾労
働者証返納
届 

⑦代表者変更届（４２ペ
ージ） 代表者の変更があったときに届出   

登記簿謄本
又は事業所
の正式な対
外的周知文
書 

⑧港湾労働法代理人選
任・解任届（４３ページ） 代理人を選任し、又は解任（変更）したときに届出  ― 

⑨雇用管理者選任・解任
届（４４ページ） 

雇用管理者を選任し、又は解任（変更）したときに届
出   ― 

Ⅷ 届出・報告様式 
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派遣事業関係の届出書式および記載例は、派遣元責任者講習会で配布した冊子、「港湾労働者派遣事

業を適正に実施するために」をご覧ください。様式はハローワークで配布しております。 

 

区分 届出・報告用紙 
（掲載ページ） 届出・報告が必要な場合 添付書類 

港 

湾 

労 

働 

者 

証 

関 

係 

⑩港湾労働者雇用届 
（４５ページ） 

① 港湾運送の業務に従事させるために、新たに常用
労働者を雇入れたとき 

② 既に雇用して港湾運送以外の業務に従事させて
いた労働者を、配置換えして港湾運送の業務に従
事させるとき 

③ 既に雇用して港湾運送の業務に従事させている
日雇労働者の身分を、常用労働者に切り替えて引
き続き港湾運送の業務に従事させるとき 

＊ 港湾運送の業務に従事させる前に届出 
＊ 東京港では、週の所定労働時間が通常の労働者の

4 分の 3 未満の労働者（日雇労働者を除く）も届
出が必要（写真は不要） 

＊ 添付書類は雇用形態に応じて追加の場合あり 

写真１枚 
雇用保険・
社会保険取
得等確認通
知書（所定
労働時間が
週 20 時間
未満の場合
は雇用契約
書）他 

⑪常用労働者氏名変更届
（５０ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の氏名に変
更があったときに届出 

港湾労働者
証、写真 1
枚 

⑫常用労働者職種変更届
（５１ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者の職種を変
更したときに届出 

港湾労働者
証、写真１
枚 

⑬港湾労働者派遣事業関
係変更届（５２ページ） 

派遣対象労働者では無かったものを派遣対象労働者
としたとき又は、派遣対象労働者を派遣対象労働者
から外したときに届出 

港湾労働者
証、写真１
枚 

⑭港湾労働者証再交付等
申請書（５３ページ） 

港湾労働者証を亡失・滅失したとき又は、写真が本人
であることを認めがたくなったときに届出 

港湾労働者
証、写真１
枚 

⑮港湾労働者証返納届 
（５４ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者が退職、も
しくは配置換え等で港湾運送の業務に従事しなくな
ったとき等に届出 
※返納時に港湾労働者証を紛失していた場合の紛失
に関する届出を兼ねる 

港 湾 労 働 者
証 

⑯常用労働者転勤届 
（５５ページ） 

港湾労働者証の交付を受けた常用労働者を、6 大港の
事業所に転勤させたときに届出 
※転勤先を管轄するハローワークへ提出 

港 湾 労 働 者
証、写真 1 枚

そ
の
他 

⑰他港出張届 
（５６ページ） 

港湾労働者（日雇労働者を含む）を臨時に他の 5 大港
に出張させるときに届出 
※出張前に出張元のハローワークへ届出 
※継続的に他港で就労する場合は転勤届を届出 

― 

⑱日雇労働者雇用届 
（５７ページ） 

安定所の紹介によらないで日雇労働者を雇入れたと
き、当日就労させる前に届出 ― 

⑲倉庫荷役の作業状況及
び入出庫量調査回答書
（６１ページ） 

港湾倉庫調査実施時及び港湾指定区域において営業
倉庫を営む場合に提出 
※定期調査は３年に一度実施。 

― 
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様式第５号（第 10条第 2項関係）（表面） 

  港 湾 労 働 者 就 労 状 況 等 報 告 （令和  年  月分） 

店社番号 

品 

① 常時港湾 

運送の業務に 

従事する常用 

労働者 

②①以外の 

  常用労働者 

③ 他の事業 

主からの派 

遣労働者 

④ ④ 日雇労働者 

計 

⑤ ①のうち 

港湾労働者派 

遣事業の派遣 

対象労働者 

月 末 現 在 在 籍 者 数 人     人 

当 月 中 就 労 実 人 員   

当 月 中 新 規 雇 用 者 数   

当 月 中 離 職 者 数   

置
配
転
状
況 

 

当
月
中
の
配 

他の業務から港 

湾運送の業務へ 
  

港湾運送の業務 

から他の業務へ 
  

象

労

働

者

等

の

数 

当

月

中

の

派

遣

対 

新たに派遣対象 

とした数 
 

 

派遣対象から除 

  外した数 
 

就 
 
 

労 
 
 

延 
 
 
 

日 
  

数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業    (   )   

沿  岸  作  業    (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業    (   )   

倉  庫  作  業    (   )   

合       計    (   )   

 ※ ①の常用労働者については、自己の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を、⑤の派遣対象労働    

者については、他の事業主の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を記入して下さい。 

実

施

状

況 

教
育
訓
練
の 

種  類 人    員 期    間 備     考 

 人   

備 

考 

 

港湾労働法第 11 条及び港湾労働法施行規則第 10条の規定に基づき、令和  年  月分を上記のとおり報告します。 

令和  年  月  日 

事業所所在地 

事 業 所 名 

事 業 主 氏 名 

品川 公共職業安定所長 殿 
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様式第５号（表面） 

      港 湾 労 働 者 就 労 状 況 等 報 告（令和  年  月分） 

 

 

 

① 常時港湾 

運送の業務に 

従事する常用 

労働者 

②①以外の 

  常用労働者 

③ 他の事業 

主からの派 

遣労働者 

④ ④ 日雇労働者 

計 

⑤ ①のうち 

港湾労働者派 

遣事業の派遣 

対象労働者 

月 末 現 在 在 籍 者 数 人     人 

当 月 中 就 労 実 人 員   

当月中新規雇用者数   

当 月 中 離 職 者 数   

置
配
転
状
況 

 

当
月
中
の
配 

他の業務から港 

湾運送の業務へ 
  

港湾運送の業務 

から他の業務へ 
  

象

労

働

者

等

の

数 

当

月

中

の

派

遣

対 

新たに派遣対象 

とした数 
 

 

派遣対象から除 

  外した数 
 

就 
 
 

労 
 
 

延 
 
 
 

日 
  

数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業    (   )   

沿  岸  作  業    (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業    (   )   

倉  庫  作  業    (   )   

合       計    (   )   

 ※ ①の常用労働者については、自己の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を、⑤の派遣対象労働    

者については、他の事業主の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を記入して下さい。 

実

施

状

況 

教
育
訓
練
の 

種  類 人    員 期    間 備     考 

 人   

備 

考 

 

港湾労働法第 11 条及び港湾労働法施行規則第 10条の規定に基づき、令和  年  月分を上記のとおり報告します。 

令和  年  月  日 

事業所所在地 

事 業 所 名 

事 業 主 氏 名                      

品川 公共職業安定所長 殿  

品〇〇〇 

余白に店社番号を記

入してください。 

1 日でも港湾労働者として就労した

人数を、「他社で派遣労働者として

就労した分」を含めて記載してくだ

さい。当月中に港湾荷役に従事しな

かった場合は計上しません。 

この欄は暦日数ではなく、港湾労働者が「自社で就労した」

延日数を記入する必要があります。「派遣労働者として他

社で就労した分」は含めません（⑤欄に記入）。5名の労働

者が全員、自社で 20日間荷役作業に従事した場合は 100 日

となります（20 日ではありません）。5名の就労日数がまち

まちの場合はその合計日数になります。 

ハローワークで紹介を受けた日雇労働者＋直接雇

用の合計日数を記入します。雇用安定センターに

あっせん申込した作業種別に日数を記載してくだ

さい。（ ）は内数で直接雇用数です。あっせん

申し込みと本報告の担当者が異なる場合、社内で

数字の共有をお願いいたします。 

とても重要！！ 
港湾労働者証の番号ではなく、実際の作業種別

に沿って記載してください。例えば、沿岸で登

録されている労働者（港湾労働者証が 3000 番

台）が港湾倉庫で就労した分は、「沿岸作業」で

はなく、「倉庫作業」の欄に計上してください。 

他社で労

働者とし

て就労し

た人数を

記入して

ください。 
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記載例① 沿岸 6 名（全員派遣登録）、船舶貨物整備 2 名（うち１名派遣登録）、倉庫で登録３名の事業所 
  報告対象月の就業日数 20 日。ある報告対象月の就業日数全てについて、 

ア）沿岸登録のうち４名は沿岸荷役に従事、残り２名は港湾倉庫荷役に従事 
イ）船舶貨物整備登録のうち、1 名は全て港湾荷役以外の業務に従事。もう１名は、７日間を派遣労働 

者として他の事業主の下で船舶貨物整備荷役、残り 13 日を自社で港湾荷役以外の業務に従事。 
ウ）倉庫登録 3 名は全員港湾倉庫荷役に従事 

 

 

 

 

① 常時港湾 

運送の業務に 

従事する常用 

労働者 

②①以外の 

  常用労働者 

③ 他の事業 

主からの派 

遣労働者 

④ ④ 日雇労働者 

計 

⑤ ①のうち 

港湾労働者

派遣事業の

派遣対象労

働者 

月 末 現 在 在 籍 者 数 １１人     ７人 

当 月 中 就 労 実 人 員    １１人  ７人 

 
 

就 
 
 

労 
 
 

延 
 
 
 

日 
  

数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業    (   )   

沿  岸  作  業 １２０   (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業  ４０   (   )   

倉  庫  作  業  ６０   (   )   

合       計 ２２０   (   )   

 ※ ①の常用労働者については、自己の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を、⑤の派遣対象労働    

者については、他の事業主の指揮命令の下港湾運送の業務に就労した延日数を記入して下さい。 

 

 

 

記載例② はしけ 3 名登録の事業所 報告対象月の所定労働日数 20 日 
ア）事業所における、はしけ業務は報告対象月中で４日。残り 16 日間は全員港湾運送以外の業務に従事 
イ）４日間のうち、３名中２名は終日、１名は午前中のみ、はしけ荷役に従事 
 

就 
 
 

労 
  

延  
  

日  
 

数 

船  内  作  業 日 日 日 日(  日) 日 日 

は し け 作 業 2.5   (   )   

沿  岸  作  業    (   )   

い か だ 作業    (   )   

船舶貨物整備作業    (   )   

倉  庫  作  業    (   )   

合       計 2.5   (   )   

 

4 名×20 日の「80」が正しい記載です。沿

岸登録のうち 2 名は、当月は全て倉庫荷役

に従事したためです。 

「0」が正しい記載です。

自社で勤務していた場合

も、港湾荷役作業に従事し

ていない場合は計上しませ

ん。また、この欄には港湾

派遣労働者として他社で就

労した日数は計上せず、⑤

欄に「7」を計上します。 

倉庫登録 3 名×20 日＋沿岸登録

の 2 名×20 日の合計「100」が

正しい記載です。 

品〇〇〇 
「10」が正しい記載

です。船舶貨物整備の

うち、１名は港湾荷役

に従事していないため

計上しません。 

「1」が正しい記載

です。派遣対象者の

うち、沿岸の６名は

港湾派遣労働者とし

て他社で就労した実

績が無いためです。 

「12」が正しい記載です。２名が終日、１名が

半日のため、2＋0.5＝2.5 ではありません。ま

た、半日勤務でも 0.5 とせず、1 日とカウント

します。つまり、３名が４日間はしけ荷役に従

事したため、3 名×４日＝12 日が正しい記載と

なります。 
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様式１ 

荷 役 機 械 借 受 け 状 況 報 告 

品川公共職業安定所長 殿 

 

企   業   名                   店社番号 

代表者の氏名                      品 

所  在  地 

電    話 

 

港湾運送に係る荷役機械（小型フォークリフト）の借受け状況について、下記の通り報告します。 

令和     年    月    日 

                （令和   年   月分） 

機械の 

種 類 
  借受け相手方の企業名 借受け延台数 

うち運転手 

付き延台数 
備  考 

 
 
 

小
型
フ
□
□
ク
リ
フ
ト 

 
延台 

   

延台 

   

 

 
延台 

   

延台 

  

 

 
延台 

   

延台 

   

 

合     計 

延台 

   

延台 

   

 

  

（注） １ 船内・沿岸（関連事業・倉庫事業を含む）区域内の荷役作業において借受けた小型 

フォークリフト（最大荷重 10トン未満）について、借受け相手方の企業ごとに各欄に 

記入して下さい。借受け相手方の欄が不足する場合は、適宜、追加して記入して下さい。 

    ２ 延台数は、月の初日から末日までの間に借受けた延台数（借受け相手方ごとに、日々 

の借受け台数を積み上げた台数）を記入して下さい。なお、１日に数時間程度借受けた 

場合でも、この報告では１日として取り扱って下さい。 

          ３ 「うち運転手付き延台数」の欄は、「借受け延台数」のうち、運転手付きで借受けた 

延台数を記入して下さい。 

４ この報告は、当該月の翌月 15日までに、管轄公共職業安定所長宛提出して下さい。 

各欄とも該当がない場合は「該当なし」と記入して提出して下さい。 

５ 事業主が法人である場合はその主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名 

を記入すること。氏名については、記名又は署名のいずれかにより記入すること。 
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様式１ 

荷 役 機 械 借 受 け 状 況 報 告  

品川公共職業安定所長 殿 

企   業   名                        

代表者の氏名 

所  在  地 

電    話 

 

港湾運送に係る荷役機械（小型フォークリフト）の借受け状況について、下記の通り報告します。 

       令和     年    月    日     

                （令和   年   月分） 

機械の 

種 類 
  借受け相手方の企業名 借受け延台数 

うち運転手 

付き延台数 
備  考 

小
型
フ
□
□
ク
リ
フ
ト 

 
延台 

   

延台 

   

 

 
延台 

   

延台 

  

 

 
延台 

   

延台 

   

 

合     計 延台 

   

延台 

   

 

  

（注） １ 船内・沿岸（関連事業・倉庫事業を含む）区域内の荷役作業において借受けた小型 

フォークリフト（最大荷重 10トン未満）について、借受け相手方の企業ごとに各欄に 

記入して下さい。借受け相手方の欄が不足する場合は、適宜、追加して記入して下さい。 

    ２ 延台数は、月の初日から末日までの間に借受けた延台数（借受け相手方ごとに、日々 

の借受け台数を積み上げた台数）を記入して下さい。なお、１日に数時間程度借受けた 

場合でも、この報告では１日として取り扱って下さい。 

          ３ 「うち運転手付き延台数」の欄は、「借受け延台数」のうち、運転手付きで借受けた 

延台数を記入して下さい。 

４ この報告は、当該月の翌月 15日までに、管轄公共職業安定所長宛提出して下さい。 

各欄とも該当がない場合は「該当なし」と記入して提出して下さい。 

５ 事業主が法人である場合はその主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名 

を記入すること。氏名については、記名又は署名のいずれかにより記入すること。 

荷役作業を下請けに出している分は、機械の借受けに該当しません。自社

で港湾荷役作業を行う際に、「機械」及び「運転手付き機械」を借受けた分だけ

を報告していただきます。 

店社番号を記

入してくださ

品〇〇〇 

該当なしでも毎月の

提出が必要です！ 
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港 湾 労 働 法 適 用 事 業 所 開 設 届 

 

１ 事業所名称 

 

２ 所 在 地 

 

３ 業   務 ※港湾運送事業法（又は倉庫業法）の種類 

 

４ 添 付 書 類 
 

(1) 認可・認可書等・届出書類写（国土交通省関係書類） ※表紙だけではなく添付資料全て 
 

(2) 港湾労働関係事業所台帳 
 

(3) 港湾労働者証書換申請書及び港湾労働者名簿 
 

(4) 港湾労働者雇用届（写真、雇用保険・社会保険・厚生年金の取得等確認通知書） 
 

(5) 代理人選任届 ※代理人を選任する場合に限る 

 
(6) 雇用管理者選任届 ※法第 6 条により雇用管理に責任を持ちうる従業員を必ず選任 
 
(7) 雇用保険適用事業所台帳 ※または登記簿謄本・事務所の賃貸契約書 

 
(8)  その他（業務委託契約書・作業指示書・会社案内） 

 
 
令和   年   月   日 

 
                     住  所 
                  事業主 
                     氏  名                 
 

品川公共職業安定所長 殿 
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事 業 所     変 更 届 

               

事 業 所 の 
名 称 

 
事 業 所 

番  号 
品 

所 在 地  

変更の内容 
名 称 
所在地 

 

 
上記のとおり、事業所の       を変更しましたので届けます。 

              
   令和  年  月  日 
                    住 所 
                事業主 
                    氏 名                 
                  事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 
                  法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 
 
   品川公共職業安定所長 殿 

処 

理 

欄
︵
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
︒︶ 

受 理 年 月 日 令和   年   月   日  受 理 扱 者 
 

雇  用  届 令和   年   月   日  改訂完了 扱 者 
 

港湾労働者証 令和   年   月   日  改 訂 扱 者 
 

備    考  

  

名 称 

所在地 

名 称 
所在地 
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港 湾 労 働 法 適 用 事 業 所 業 種 変 更 届 

 

上記のとおり業種の変更を届けます。 
 

 令和   年   月   日 

 

住 所 
              事業主 
                    氏 名                  

 

品川公共職業安定所長 殿 

 

 

 

 

１ 適用事業所番号    品 

２ 事業所名称  

３ 事業所所在地  

４ 業務の種類 

変更前 変更後 

  

５ 添付書類 

○ 港湾運送事業許可・認可・届出等書類（写） 
○ 港湾労働者名簿 
○ 港湾労働者雇用届 
○ 港湾労働者職種変更届 
○ その他 
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港 湾 労 働 法 適 用 事 業 所 廃 止 届 

 
１ 事  業  所  名  称 
 
 
 
２ 所   在   地 
 
 
 
３ 適 用 事 業 所 番 号  品 
 
 
 
４ 適 用 廃 止 年 月 日         令和    年    月    日 
 
 
 
 
５ 適 用 廃 止 理 由 
 
 
 
 
  令和  年  月  日 
 
 
                  住 所 
            事 業 主 
                  氏 名                
 
 
  品川公共職業安定所長 殿 
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代 表 者 変 更 届 

 

代 表 者 氏 名 
新 

 
 

旧 
 

変 更 年 月 日 
 

変 更 の 理 由 

 

 
上記のとおり、代表者が変更になりましたので届けます。 
 
  令和   年   月   日 
 
 
 所  在  地 
 
 
 事 業 所 名 
 
 

 適 用 事 業 所 番 号  品 

 
 
 代 表 者 名                               
 
 
 
 品川公共職業安定所長 殿 
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港 湾 労 働 法 代 理 人 選 任・解 任 届 

 

適用事業所番号 品 

代理人の 
区分 

事 項 
選 任 代 理 人 解 任 代 理 人  

職    名   

氏    名   

生 年 月 日 昭・平   年   月   日 昭・平   年   月   日 

代 理 事 項   

選任または 
解任の年月日 

令和    年    月   日 令和    年   月   日 

選任または解任 
に係る事業所 

名   称  

所 在 地  

電 話 番 号  

 
上記のとおり代理人を選任・解任したので届けます。 
 

令和    年    月    日 
 
              住 所    
     事業主  
          氏 名 
 

品川公共職業安定所長 殿    
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雇 用 管 理 者 選 任 ・ 解 任 届 

 

 

 

 

 

 

選 任 
 

 
解 任 

 

 

 
役 職 名 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

氏 名 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

選任・解任年月日 
 
 

 
 
 

 
 
 

港湾労働法第６条により雇用管理者を選任・解任しましたので上記のとおり届けます。 
 
   令和   年   月   日 
 

           所  在  地 
 

           事 業 所 名                        
 
             適用事業所番号   品 
 

           代 表 者 名                     
 

品川公共職業安定所長 殿 
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 港湾労働者証の作成には写真の添付が必要です。写真は一般的な証明写真、データいずれでも構いま
せんが、いずれの場合も、以下の点に注意して撮影された写真をご提出ください。 
   

●おおむね６か月以内に撮影した写真 
●正面向、胸から上の上半身、無帽、顔が鮮明である写真 

  
〈通常の証明写真の留意点〉 
１．写真サイズは縦4ｃｍ×横3ｃｍとしてください。複数の労働者の港湾労働者証を作成する場合、

写真の読み込みに支障をきたしますので、サイズは統一してください。 
２．写真の裏面に「事業所名」と「労働者の氏名」を必ず記載してください。 
３．コピー用紙に印刷された顔写真は、スキャナーで読み取った場合に不鮮明になるため、避けてく

ださい。この場合、USB メモリもしくは CD－R（RW）で提出してください。 
 
 〈スマートフォンやデジタルカメラなどで撮影したデータの留意点〉 

１．証明写真と同じように、胸から上の上半身を撮影してください。 
本人の判別ができない不適当な写真は、再提出いただきます（顔の写りが小さい、写真が暗い等）。 
デジタルカメラの場合は、横に広い写真とならないようにカメラを縦にして撮影してください。 
日射しの影響がないよう、なるべく屋内の白い壁を背景にして撮影してください。 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 

２．写真のファイル名は、港湾労働者証の新番号（個人番号）と氏名にして下さい。 
（例：品 999-4001-0 氏名） 
※港湾労働者証の新番号が不明の場合は、氏名のみで差し支えありません。 
ピクセル数や画質は、VGA（640×480）～XGA（1024～768）程度の画素数で標準画質を推奨し
ます。 

３．写真のデータは JPG 形式のみです。Word・Excel にデータを張り付けたものは受付できません。 
４．提出媒体は、USB メモリもしくは CD-R（RW）のいずれかとなります。SD カードは接続できま

せん。また、提出いただいた媒体はセキュリティの観点からハローワークで回収いたしますので、
返却はできません。予めご了承ください。 

 

 

■ 港湾労働者証の交付に使用する写真について 

不適当な例 適当な例 
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常 用 労 働 者 氏 名 変 更 届 

 

氏  名  証番号 品 

変 更 後 の 
氏   名 

 

   
   上記のとおり、常用労動者の氏名の変更がありましたので届けます。 

 

    令和  年  月  日 

                        住 所 

                    事業主 

                        氏 名               
                    事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 

                     法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

 

    品川公共職業安定所長 殿 

   

処 

理 

欄
︵
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
︒︶ 

雇  用  届 令和   年   月   日  改 訂 扱者 
 

港湾労働者証 令和   年   月   日  改 訂 扱者 
 

備    考  
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常 用 労 働 者 職 種 変 更 届 

 

証 番 号 氏     名 旧職種 新職種 

品    

品    

品    

品    

品    

 

上記の港湾労働者の主たる職種を変更しましたので届けます。 

 

令和  年  月  日 

    

住 所 

事業主 

氏 名                

 

品川公共職業安定所長 殿 
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   別紙様式第４号 
 

港湾労働者派遣事業関係変更届 

 

 
氏 名 
 

 
証番号 

 
品 

変更前の港湾労働者 
派遣事業関係 

１ 派遣対象労働者である。 
２ 派遣対象労働者ではない。 

変更後の港湾労働者 
派遣事業関係 

１ 派遣対象労働者である。 
２ 派遣対象労働者ではない。 

上記のとおり、港湾労働者派遣事業関係に変更がありましたので届けます。 
 
    令和   年   月   日 
 
               住所 

事業主 
               氏名 
 

事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 
 

品川公共職業安定所長 殿 
  

処
理
欄
︵
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ

い
︒︶ 

  
受 理 年 月 日 
 

令和  年  月  日 受理 扱者 
 

 
雇 用 届 
 

令和  年  月  日 改訂 扱者 
 

 
港湾労働者証 
 

令和  年  月  日 改訂 扱者 
 

備 考 
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港 湾 労 働 者 証 再 交 付 等 申 請 書 

 

港
湾
労
働
者 

氏  名 
                            男 

・ 
女 

昭和 
     年  月  日生 
平成 

住  所 
 

事
業
主 

名  称 
 

所 在 地 
 

港 湾 労 動 者 証 
証 番 号 品 

交付年月日         年   月   日 

再 交 付 等 を 
申 請 す る 理 由 

 

 

上記により港湾労働者証の再交付を申請します。 

 

   令和   年   月   日 

                     住 所 

                 事業主  

                     氏 名                 

                    事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 

                    法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

                     

   品川公共職業安定所長 殿 

再 交 付 年 月 日 証  番  号 備    考 

※ ※ ※ 

※印欄は記入しないこと。 

 
 

 

 

 



 

- 54 - 

 

港 湾 労 働 者 証 返 納 届 

 

氏 名 
 

証番号 品 

返
納
の
理
由
・
離
職
等
年
月
日 

１ 退職  年   月   日  

２ 他の部門に異動  年   月   日  

３ 六大港以外の港に転勤  年   月   日  

４ 死亡  年   月   日  

５ 事業所廃止  年   月   日  

６ 移籍・出向  年   月   日  

７ その他 
具体的理由 

（              ） 
 年   月   日  

※該当する項目に○を付け、事実のあった日付を記入して下さい。 

 

上記のとおり港湾労働者証を返納します。 

 ※返納できない場合の理由（                    ） 

令和  年  月  日 

事業所名 

担当者名                

    品川公共職業安定所長 殿 
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常 用 労 働 者 転 勤 届  

 

氏   名 
 

証番号 品 

転 勤 前 の 
事 業 所 

名称 所在地 

転 勤 後 の 
事 業 所 

名称 所在地 

主 と し て 従
事する業務 

 

上記のとおり、常用労働者を転勤させましたので届けます。 
 
 令和  年  月  日 
 
                   住 所 
               事業主 
                   氏 名                   
 
                 事業主が法人であるときは主たる事業所の所在地 
                 法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 
 

品川公共職業安定所長 殿 
 

処
理
欄
︵
こ
の
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
下
さ
い
︒︶ 

受 理 年 月 日 令和  年  月  日  受理 扱 者 
 

港湾労働者証 令和  年  月  日  改訂（新番号    ） 扱 者 
 

通    報 令和  年  月  日  付 第    号 扱 者 
 

雇用届の受理 令和  年  月  日  受理 扱 者 
 

雇用届の改訂 令和  年  月  日  改訂 扱 者 
 

備    考 
   

 

注）港湾労働者証の交付を受けている労働者を、港湾労働法が適用される港湾に異動させる際に提出 
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他 港 出 張 届 

 

１．出張年月日     令和  年  月  日 
２．出 張 先         港     埠頭 
３．人   数         名 
４．貨物・作業 
５．船   名 
6．出張対象者・港湾労働者証番号・雇用形態 

 
常 日 

10 条 他 
 

常 日 
10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 
 

常 日 
10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 
 

常 日 
10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 
 

常 日 
10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 
 

常 日 
10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 
 

常 日 
10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 
 

常 日 
10 条 他 

 
常 日 

10 条 他 
※常…常用港湾労働者 日…安定所紹介日雇労働者 10 条…港湾労働法第 10 条但し書き該当者 
 他…上記以外の労働者 
 
上記の通り労働者を上記２の港に出張させますので届けます。 

 
令和  年  月  日          

   住所 
                 事業主 
                     氏名 

 
品川公共職業安定所長 殿 

 
注：他港出張届は一時的に従業員の勤務場所を変更して、その場所で自己の通常の業務を行わせるもの
です。継続的に従業員の勤務場所を変更する場合は常用労働者転勤届を提出してください。 
 

 

 

 

氏 名：〇〇 〇〇 
証番号：〇〇〇－〇〇〇〇-0 

※枠内の記載方法 
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様式第４号（第９条関係）日 雇 労 働 者 雇 用 届 
 
港湾労働法第 10 条第２項の規定により、下記のとおり届けます。 

 

令和  年  月  日 

                   住所 

              事業主 

                   氏名                

   公共職業安定所長 殿 

 

雇用人員         人 求人年月日 令和   年   月   日 

氏     名 年齢 雇入年月日 
主として従事す 

る業務（職種） 

港湾運送の業務に 

従 事 さ せ る 日 
備  考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

者 

を 

雇 

用 

す 

る 

理 

由 

に 

よ 

ら 

な 

い 

で 

日 

雇 

労 

働 
公 
共 

職 

業 

安 

定 

所 

の 

紹 

介 
 ※受付印 

 

 

 

 

 

 

 

注）あっ旋申込書に記載された通知番号別 

  に作成すること 

 
（注）事業主が法人である場合はその主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名を記入すること。 

   氏名については、記名又は署名のいずれかにより記入すること。 

（注）就業開始前に公共職業安定所に届出すること。 
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日雇労働者雇用届提出手順 

 

 

 日雇労働者雇用届提出に関する流れは、以下の通りになります。 
 雇用安定センターへのあっ旋申込みを前提に、ハローワークとの間で書類（報告）が複数回行われま
す。詳細は窓口やお電話でご案内しておりますので、ご不明な点はご連絡ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

  

■ 日雇労働者雇用届提出の流れ 

 店社が所定の様式

で雇用安定センタ

ーへあっ旋申込み

した後、ハローワ

ークにも同じあっ

旋申込書を FAX す

る。 

ハローワークが、

あっ旋申込書に受

付印を押印、申込

書別に通知番号を

記入した後、店社

に FAX する。 
 

店社は通知番号毎に

日雇労働者雇用届を

作成し、就業開始前

までにハローワーク

へ提出する。※付与

された通知番号を余

白に転記して提出 

各項目はあっ旋申込書の

記載と統一してください。 

 

HW から FAX した

あっ旋申込書に記

載された通知番号

を転記してくださ

い。複数の場合

は、該当する全て

の通知番号を記入

 

 

複数の番号を 1 枚の届出

に記載する際には、下線

を引くもしくは、1 行開

けるなど、通知番号に沿

ったわかりやすい記載を

お願いします。 

記載例 
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●変更・追加がある場合 

 

  

 

 

 

HW

印 1111 

５ ３ 

あっ旋申込み内容に変更が
ある場合は、余白に「変更」
等と表示し、該当箇所を二重
線で訂正の上、再度安定セン
ターとハローワークに FAX
してください。 
 

いったんハローワークか
ら受理判と通知番号を付
与したあっ旋申込書を送
付した後は、新たにあっ
旋申込書は作成せず、通
知番号が表示されたあっ
旋申込書をそのまま使用
してください。また、修正
前の内容が分かるよう
に、二重線で訂正してく
ださい。 

変更・修正の場合は、通知
番号に変更がありません。 
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事
業

所
名

電
話

番
号

Ｂ Ａ

Ａ
　

総
計

備
考

〒
１

０
８

-
０

０
２

２
　

東
京

都
港

区
海

岸
３

－
９

－
４

５
　

品
川

公
共

職
業

安
定

所
　

港
湾

労
働

課
　

　
　

電
話

　
３

４
５

２
－

４
８

５
１

　
　

　
Ｆ

Ａ
Ｘ

　
３

７
９

８
－

８
６

５
９

×
１

０
０

貨
　

　
　

物
  

  
  

  
  

の
　

入
　

出
　

庫
　

量

倉
庫

荷
役

の
作

業
状

況
及

び
入

出
庫

量
調

査
回

答
書

所
　

　
在

　
　

地

部
署

・
担

当
者

Ｂ
　

海
側

直 営
下 請

整
理

番
号

倉
　

庫
　

名
　

称
倉

庫
所

在
地

荷 役 形 態

下
請

事
業

所
名

所
　

　
在

　
　

地
電

  
話

  
番

  
号

  
  

  
  

  
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

～

主
な

取
扱

  
  

  
  

  
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

直 営
下 請

直 営
下 請

直 営
下 請

　
冷

蔵
倉

庫
の

場
合

は
備

考
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

記
入

例
）
　

整
理

番
号

〇
番

は
冷

蔵
倉

庫

直 営
下 請

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

%% % % %
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事
業

所
名

電
話

番
号

　 Ｂ Ａ

Ａ
　

総
入

出
庫

量
計 ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

ト
ン

ト
ン

%

備
考

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

倉
庫

荷
役

の
作

業
状

況
及

び
入

出
庫

量
調

査
回

答
書

  
  
　

　
※

記
入

例

所
　

　
在

　
　

地

部
署

・担
当

者

  
  

  
  

  
令

和
　

5　
年

　
1 

月
  

3
1日

～

主
な

取
扱

  
  

  
  

  
令

和
　

5 
 年

　
1
2月

  
3
1日

×
１

０
０

貨
　

　
　

物
  

  
  

  
  

の
　

入
　

出
　

庫
　

量

Ｂ
　

海
側

貨
物

の
入

出
庫

量
計

1
直 営

下 請

整
理

番
号

倉
　

庫
　

名
　

称
倉

庫
所

在
地

荷 役 形 態

下
請

事
業

所
名

所
　

　
在

　
　

地
電

  
話

  
番

  
号

2
直 営

下 請

(　
　

　
　

　
　

　
　

)

4
直 営

下 請

3
直 営

下 請

　
冷

蔵
倉

庫
の

場
合

は
備

考
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
　

　
　

　
　

記
入

例
）
　

整
理

番
号

〇
番

は
冷

蔵
倉

庫

5
Ａ

倉
庫

港
区

海
岸

３
－

９
－

４
５

直 営
下 請

関
東

運
輸

局
か

ら
提

供
さ

れ
た

倉
庫

台
帳

を
基

に
、

倉
庫

名
称

・
倉

庫
所

在
地

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
（

※
新

設
の

場
合

は
倉

庫
名

が
記

載
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

）
。

記
載

内
容

に
誤

り
が

あ
る

、
も

し
く
は

空
欄

の
場

合
は

、
訂

正
及

び
記

入
を

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

別
事

業
所

へ
貸

し
て

い
る

場
合

は
、

会
社

名
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

当
該

倉
庫

で
扱

わ
れ

た
海

側
貨

物
の

入
出

庫
量

を
１

年

間
の

ト
ー

タ
ル

で
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
扱

い
が

無
く
ゼ

ロ

で
あ

っ
て

も
、

「
０

」と
記

入
し

て
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。

新
し

く
営

業
倉

庫
と

な
っ

た
も

の
が

あ
れ

ば
、

追
加

し
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

廃
止

の
も

の
が

あ
れ

ば
線

で
消

し
て

、
廃

止
年

月
日

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
倉

庫
名

や
、

住
所

の
違

い
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

部
分

を
線

で
消

し
て

訂
正

し
て

く
だ

さ
い

。

当
該

倉
庫

で
取

り
扱

わ
れ

た
全

て
の

貨
物

に
対

す
る

入
出

庫
量

を
１

年
間

の
ト

ー
タ

ル
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

倉
庫

を
管

轄
す

る
事

業
所

名
（
○

○
支

店
等

）、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

部
署

・
担

当
者

の
記

入
を

お
願

い
し

ま
す

。
※

空
欄

箇
所

へ
の

記
入

及
び

記
載

内
容

に
誤

り
、

変
更

等
が

あ
れ

ば
訂

正
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

令
和

5
年

1
月

1
日

～
令

和
5
年

1
2月

31
日

ま
で

の
直

近
１

年
間

。
な

お
、

把
握

が
終

了
し

て
い

な
い

場
合

は
入

出
庫

量
が

確
認

で
き

る
範

囲
（
1年

間
）
で

結
構

で
す

。
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品職発○○第○号 
令和〇年○月○日 

 
○○倉庫株式会社 

     事業主殿 
 

品川公共職業安定所長 
 
 
 

港湾労働法適用倉庫調査結果について（適用通知） 
 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
平素から、港湾労働行政の運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、先般の「港湾倉庫」に係る入出庫量調査に基づき、関東運輸局長に意見照会した結果、貴事業

所の下記倉庫を港湾労働法第二条第二号ロ並びに港湾労働法施行令第二条第三号及び第四号に規定さ
れる「港湾倉庫」に該当するものと確認いたしましたので通知いたします。 

既に手続きが完了している事業主を除き、港湾労働法適用事業所開設手続きと港湾労働者雇用届の提
出が必要になります。品川公共職業安定所港湾労働課までご来所ください。 
 
 

整理番号 倉庫名 所在地 

○○○ ■■倉庫 港区海岸○―○―○ 

●●● □□物流センター 大田区城南島×―×―× 

   

   

   

   

＊倉庫荷役作業を下請事業者に委託もしくは協定会社等が実施している場合には、該当倉庫が港湾倉庫であることを伝

達してください。 

＊本通知は次回の港湾倉庫調査まで有効となります。港湾労働者雇用届、港湾労働者就労状況等報告等各種届出及び報告

の提出時に添付していただく場合もありますので、大切に保管してください。 

＊倉庫業を廃止した場合等、港湾倉庫としての要件を満たさなくなった場合には、品川公共職業安定所港湾労働課までご

連絡下さい。 

＊上記の通知内容は、ご提出いただいた「入出庫量調査回答書」及び実態調査で確認した内容に基づいております。関東

運輸局へ変更の届出がなされていない場合には、その登録内容と相違する場合があります。 

＊港湾倉庫調査は１～３年ごとに実施しています。次回は令和８年度に実施を予定しております。 


